
地下水 100%を水源とする栃木市、下野市、壬生町の水道に馴 |1開発 (南摩ダム)

の水を供給するという県の県南広域的水道整備事業計画 (2030年に地下水 65%、 思

り|135%)に対して、 3市町で地下水を守ろうと運動してきた市民団体が中心になつ

て、8月 19日 栃木県弁護士会館で「栃木県南地域の地下水をいかす市民ネットワー

ク」を設立しました。その際の、記念講演です。

三市町0水道水を高く、マ■クする栃ホ県0県南水道事業勝必喜か?

嶋 津 暉 之 (水問題研究家、元・東京都環境科学研究所研究員)

I 栃木市、下野市、壬生町水道の地下水大幅削減

○ 栃本市、下野市、壬生町の水道でこれから行われようとしていること

～思川開発 (南摩ダム)の水の供給と自己水源「地下水」の大幅削減

″劉 |1開発で南摩ダムが造られる予定に

なっているわけですが、南摩川というの

は非常に小さな川です。普段は水があま

り流れていません。ただ、地形的に水を

貯め易いということで約 5100万ポの貯

水量を持つたダムが造られようとしてい

るわけです。南摩川は流域面積が小さい

ので、外から水を持つてこないとダムに

水が貯まりません。そこで思り||の支流で

ある大声川と刊 ||か ら導水してくること

になっているわけです。大声川と刷 ||の

水が足りない時は逆供給するという双方

向性の計画になっています。

この“思川開発で開発した水を栃木市、下

野市、壬生町に供給しようということで、

具体的な送水管等の計画が決まっているわ

けではありませんけれども、案の段階で出

ているのが図 1です。

′劉 ||は栃木市と壬生町の間を流れていま

す。この′劉 ||のそばに取水場と新しい浄水

場を造るということです。そこから栃木市

の方は既設の菌部浄水場に送り、それから

藤岡第一浄水場に送ります。壬生町の方は

北部配水場、さらにそこから下野市の石橋

第一配水場に送ります。このようにして2

市 1町に供給するという計画です。

□

県南広域的水道
整備事業
による三市町ヘ

の送水模式図
(思川開発の水
を各市町へ)

(栃木県「平成25年度

県南広域的水道整備

事業検討部会(第2日 )

(2013年 11月 5日 )Jより

作成)

t回色
栃木市、下野市、壬生町の水道の水源割合

思川からの給水
2027年度 一部給水

2030年度 全部給水

2030年 度 (県の計画 )

これによつて3市町の水道水源がどのよ

うに変わっていくかということです。現在

は地下水が 100%です。これを 2030年度

には地下水を 65%、 思り||か らの給水を

35%にするという計画です (図 2)。 2030
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年度はこうなるという計画ですが、その先 度には 69%に上げるという計画になって

は全体の給水量がどんどん減つていく時代  います。自己水源を切り捨てていくんです。

です。′劉 ||の水は栃木県が供給するわけで  もう一つの例は、川崎市です。川崎市は

すけれども、 3市町は使っても使わなくて  自己水源として多摩川、相側 ||、 それに地

も割当水量分の使用料金を取られますので、 下水を持つているんですけれども、神奈川

剛́ ||の水を優先して使うことになります。  県内広域水道企業団からダムの水の供給を

その結果、2030年度は′劉 ||の水は 35%の  受けています。そちらを優先して使 うとい

予定だけれども、その先は割合が増えてい  うことで、こちらの場合も自己水源をどん

くだろうということです。いずれは5割を  どん減らしていつて、かつては 57万ポ/日

超え、さらにどんどん増えていくという可  だつたのが今では23万ポ/日 、自己水源の

能′性が十分に考えられるわけです。 比率が31%になつています。

思川開発は独立行政法人の水資源機構が  こんなふうにダムの水と自己水源の水が

建設します。同じようにこの水資源機構が ある場合に、多くの水道事業体はダムの水

二重県に建設しようとしている川上ダムが を優先して自己水源を減らしていっていま

あります。ここでは二重県の伊賀市水道が す。そういうふうになっていくものなので

参画させられていますが、現在、その暫定 す。ですからこの 3市町の場合は、2030

水利権を使つていて水源に占める比率は 年度は思り||の水は 35%ですが、いずれは

34%です。伊賀市が出した今後の水源計画  どんどん増えていくということです。この

では、その比率を 2021年度に 40%、 さら ことを前提にこれからのことを考えていか

にダムが 2022年度に完成すると、2026年  なければなりません。

○ 栃木市、下野市、壬生町の水源割合～2030年度より先の予測

これからどうなるかということですけれ  から1人当たりの水量も節水型機器の普及

ども、今は人口縮小社会です。この3市町  等で減っていきます。減っていくというこ

も例外ではありません。2010年度を 100 とは厚生労働省も認識しているわけです。

とすると、2040年度で 8割 くらいまで

減ってしまうんです。ですから当然、水

道の給水量もどんどん減っていきます。

図 3は栃木県全体の水道の給水量です。

こんなふ うに減つてきているわけです。

全体では減っているわけです。

これから水道用水の需要が減っていく

ことは明らかな事実です。図 4は厚生労

働省が日本全体の水道の有収水量の変化

を長期的に予測 したものですが、どんど

ん減っていくんです。人口が減って、それ

栃木県の水道用水
は減り続けている。



厚生労働省の水需要予測

人口減少社会の水道事業
ン 日本の人口変動に対応して、有収水量は平成 :2年 (2000年 )を ビークに減少に転じる約 :00年 後に

は有収水豊がビーク時の約30%に まで減少。

>水 道事業は、独立採 算制を旨としており、原則水道料金で運営されているが 、人口減少に伴い給

水量が減少し、水道事業の収益が減少することによつて水道事業の経営状況は厳 しくなつてくる。

>経 営状況の悪化により、施設の更新など必要な投資が行えず、老朽化が進行 .

レ また過度なコスト肖1減に伴う水道職員の肖1減 による体制の弱体化により水道施設の維持管理が困

ヨ ミ ヨ E 還 ミ 屋 賃 墨 曇 8 驀 塁 邑 ミ ミ

裏螢1さ 弩よ黒IIttr鷺13二1%4民 ゃ壌

"村
帰●Bホ薇S'もヽ

'齢
fる ことざ8■ でハ0こ と

'ら
、鶴 用へ嶼″ ■C籠玲

"じ
ミ″螢素12毅 t=努ざ織■二繊T轟認晋島島ざ:LF'母 こ二̀

漱
t出生ヽ世1に住:こ ま要した壌含の■無掟壼,3不

讐司泉堀望里看ぎλ tt  lttξ輩言
」2016年 3月 22日

16

人
口
減
少
社
会
の
水
道
事
業

○ まとめ

これまでは話のまとめですけれども、ま

ず、人口の減少に伴って 3市町の水道給水

量が確実に減っていくだろうということで

す。長期的に見れば人口が減っていくんで

すから、確実に減ってきます。そして県南

広域水道の使用料金は、使っても使わなく

ても同じ料金を取られます。そ ういう料金

体系の仕組みなんです。栃木県の企業局が

経営するわけですけれども、経営を安定さ

せるためには使つても使わなくても同じ料

金を徴収するわけです。 3市町は、県南広

域水道の供給水を一定量使つたのと同じ料

金を取られるわけですから、当然これを使

います。一方の自己水源の地下水は維持管

理と施設更新にお金がかかりますから、こ

れを節減する方向に働きます。となると、

この広域水道の水を優先して地下水を減ら

していくことになるわけです。ということ

で 2030年度の計画では、35対 65だけれ

ども、これはもう少し先になったら50対 50

になり、さらにその先、自己水源はさらに減

っていくことになるだろうということ税

Ⅱ 県南広域水道による水道料金値上げと水道水質の低下

O県南広域水道の栃木市民、下野市民、壬生町民への影響

そのことによつて、栃木市民、下野市民、

壬生町民がどういう影響を受けるかという

ことです。二つありまして、一つは水道料

金の大幅値上げです。もう一つは水道水質

が低下するということです。マズイ水に変

わっていくということです。

図 5は県南広域水道整備供給事業の模式

図ですけれども、川から取つて供給するた

めにはいろんな施設が必要です。取水施設、

導水施設、浄水施設、送水施設を造らなけ

□  県南広域的水道整備供給事業(概念図)

思川開発事業                、壬生町)に供給す

るためには、思l                 まで配水するのに必

要な取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設を新たに建設しなければな

らない。
この―連の水道施設の建設は巨額の費用がかかる。       21



ればなりません。かなり巨額なお金が必

要です。

どれだけかかるかというのは、栃木県

の県南広域的水道整備事業検討部会で試

算を出しています。委託した調査会社の

試算ですので、必ずしも正しくないとい

う意見もあるのですが、一応これを使い

たいと′思います (表 1)。 3つに分かれ

ていて、水源開発の負担金、それから水

道用水供給施設、すなわち、取水施設や

浄水施設、送水施設等の建設費、そして、

それらの施設の維持管理費です。それぞれ

36億円、207億円、84億円という数字が

出ています。各市ごとの割当水量から見て

どれくらいの負担額になるかという数字も

出ています。

○ 費用負担の仕組み

この県南広域的水道整備事業の費用負担

の仕組みを説明します。′劉 |1開発事業は半

分くらい事業が進んでいますが、`劉
|1開発

に対する栃木県の利水分の 36億円をどう

やって負担しているかをまず見てみましょ

う。水資源機構が造るダムの場合は、利水

分については水資源機構が借金をして負担

をします。ダムが完成したら、今度は水資

源機構がその借金の利′自、も含めて県南広域

的水道整備事業を行う栃木県企業局に請求

するわけです。何年かにわたつて請求しま

す。これには国庫補助金が交付されていま

す。補助率はかつては 1/3だったんですけ

れども、2010年度から 1/2になっていま

す。この県南広域水道整備事業は水道事業

としての認可をまだ受けていないのに、国

庫補助金が交付されるのは不可解です。こ

れはこれから問題にしたいと思つています。

このことはとにかく、今は水資源機構が負

担をして、ダム完成後に栃木県企業局につ

けが回つてくるということです。

次にこれから造る水道用水供給施設です。

取水施設や導水施設、浄水施設などです。

医 コ 栃木県口明凛毒度 県南広1鋤菌 田 田 鋼 ほ 開 会(32E)01碑 1:月 5日 )」

その数字から、 3市町民の 1世帯当たり

どれくらいの負担になるのかを見てみます

と、栃木市の場合は 33万円、下野市の場

合は 38万円、壬生町の場合は 33万円と

いうことで、結構多額の負担を強いられる

ことになります。

これは栃木県企業局が主に起債で造ります。

次に、できた後の維持管理費用は当然、企

業局が支出するわけです。これらでずいぶ

んお金がかかるわけです。これらのお金は、

企業局が 3市町の水道から使用料金を徴収

して支払つていくわけです。そういう仕組

みになっていますと最終的には各市町の水道

から使用料金として徴収するということ税

それで水道用水供給事業の使用料金の例

を見ていきたいと思います。一つ目は、北

那須水道用水供給事業で、割当水量 (知事

承認水量)が 85.99円 /ポ、それを超えた

分も 85。 99円 /ポです。要するに使つても

使わなくても同じ料金だということです。

二つ目の鬼怒水道用水供給事業も 92.38

円/ポでこれも使つても使わなくてもこれ

だけ取られるわけです。三っつ目は、群馬

県の県央第二水道で、ここは割当水量を使

用承認水量と。いいますが(110.16円 /ポと

られています。これも同じです。というこ

とで害J当水量分はとにかく取もれるんだと

いうことです。そういう仕組みなんです。

この水道用水供給事業の経営者側からすれ

5



ば収入を安定させるためには当然のことか 年で、使用料金が年々上がってきていま
｀
九

もしれません。北那須は 1978年からで、  新しい施設ほど建設費が上がっていますから、

だいぶ古いです。鬼怒水道は少し新しくて 使用料金が高くなってきているので九

1988年から、群馬県の県央第二水道は 1998

0 3市町の水道料金値上げの試算

今度造る予定になっている県

南水道整備事業の場合は、使用

料金がどれくらい上がるかわか

りませんけれども、かなり高く

なることは明らかです。それで

いくらになるかが問題なのです

が、あくまで仮定です。大雑把

に見てこれから上がるだろうと

いうことで、140円 と設定しま

した。それで今の各水道事業の

収益的収入を分母にすると、ど

れくらい水道料金が上がるかと

い うと、だいたい4割前後で現

それくらい上がるだろうということで九   道料金を比較したグラフです。黒い棒が 3

それから、県南水道用水整備事業検討部  市町です。全体としては安い方に入つてい

会で試算した数字があります。その数字を ますが、これが今後 4割から5割上がれば、

使って仮に 20年間で負担するとすると、  最も高い方になりま
‐
九

やはり3害1から4害1く らい上 ります。 こ

れもあくまで水道給水量が維持された場

合の話です。当然、給水量が小さくなり、

分母が小さくなれば、今の計算では4割

くらいですけれども、実際の値上げ率は

もつと大きくなっていきます。 というこ

とで県南広域的水道整備事業によつて 3

市町の水道料金をかなり大幅に上げるも

のだということです。

図 6は栃木県内の各市町の上水道の水

歴ヨ 県南水道整備事業による三市町の水道料金値上げ率の試算
県 南 広 域 水 道 の 予 想 使 用 料 金 か ら試 算

検 討 部 会 の 試 算 負 担 額 か ら 試 算

将来は人口が次第に減少し、水道給水量が 減り続けるので、料金の値

上がり率は もつと大きくなる可能性が高い。 27
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栃木県内の各上水道の水道料金の平均値 (供給単価)
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栃木県内の上水道の料金を比較すると、三市町の料金は安い方である
が、県南広域的水道整備事業に参加すると、大幅に上昇することになる。

○ おいしい水道水は、地下水を水源とする水道水

次に味の問題です。今 日の集会でも利き く感 じてしまうので、人肌程度にお爛 して

水が行われていますが、おいしい水道水と から飲む とい うことです。30年以上前の

いうのはやはり地下水を水源 とする水道水  話ですけれども、東京で四つの水道水を使

なんです。利き水を行 う場合に気をつけな  つて利き水を行いました。昭島市の水道水

ければいけないのは、新鮮な水道水を使 う は地下水 100%、 小作浄水場は多摩川上流

ということです。それから冷たいとおいし から取水、朝霞浄水場は用 |1中流から取水、



金町浄水場は江戸川下流から取水、この四

つの水道水を集めてラベルを隠して利き水

をしました。その結果の傾向としては、一

番おいしかつたのが地下水 100%の昭島市

の水道水でした。次が上流の小作浄水場、

次が中流の朝霞浄水場、そして下流の金町

浄水場という順序でした。

四種類の水道水の水質を調べてみました。

①有機物、過マンガン酸カリウム消費量で

す。②陰イオン界面活性剤、合成洗剤です。

③給水栓の トリハロメタンは浄水場で生成

される発癌性が疑われる物質です。これら

○ 安全性の高い水道水は地下水

それから、安全性の高い水道水源は地下

水です。河 |1水はとんでもない汚染に見舞

われることがあるんです。それは 2011年

3月 の原発事故による放射性物質汚染です。

その時は利根川水系の水道水も放射性物質

ヨウ素 131で汚染されました。一時は一部

の浄水場が取水停止になりました。この時

も安全だったのは深井戸の地下水を水源と

する水道水でした。万が一の汚染に対して

も地下水は安全だということです。

その翌年、これも利根川ですが、ホルム

○ まとめ

ということで、これから県南広域水道整

備事業が始まつて3市町に送られると、一

つは水道料金の大幅値上げがあり、そして

を比較すると、やはり地下水が一番どれも

低いんです。要するにきれいだからこうな

んです。原水が地下水である水道水がきれ

いでおいしいということなんです。

30年前の旧西 ドイツの水道の考え方を

紹介しますと、地下水こそ、最良の水道水

源だという哲学を持つています。地下水を

水源とすることを最優先に考え、それが不

可能な場合でも河川水を取水して浄化後、

河川敷に浸透させることなどにより、でき

るかぎり地下水取水に近づけて使うことが

行われていました。

アルデヒト汚染が問題になりました。これ

は産廃業者がヘキサメチレンテ トラミンを

含む廃液を利樹 ||の支流の′烏り||に捨ててし

まったんです。それが下流に流れて浄水場

で加える塩素と反応してホルムアルデヒト

という毒′性のある物質が生成されたんです。

この場合も利村り||から取水している浄水場

は取水停止になつて大変だつたんですが、

地下水は大丈夫だということで、地下水の

活用が図られました。地下水というのは非

常に安全性が高い水源なのです。

水道水質の低下が進んでいくだろうという

ことであります。

Ⅲ 県南地域・水道用地下水の削減理由の虚構

なぜこのようなことを進められようとし  汚染が危′惧されており、水源水道を地下

ているのでしょう力、 まず表向きの理由で  水に依存し続けることは望ましくない。

す。栃木県の「県南地域・水道用水地下水 ③異常気象による渇水リスクが高まる中、

の削減方針」(2013年 3月 19日 )の地下  県南地域には水道水源として利用できる

水削減理由によると、 水資源開発施設がない。

①県南地域における地下水依存率が高く、  ④水資源開発には相当の期間を必要とする

栃木市などの市町は全量を地下水のみに  ことから、長期的な展望に立って、事前

依存しており、地下水の代替水源として  対策を講じていく必要があるJ
の表流水を全く有していない。 としていますが、これらはいずれも根拠

②県南地域においては、地盤沈下や地下水 が全く稀薄です。順番に見ていきますと、



①県南 3市町の水道の地下水 100%が 問

題だというけれども、それで何が問題なの

かと言いたいです。熊本市の水道は地下水

100%で、それを誇 りにしています。おい

しい水道水を市民に供給することを誇りに

しています。栃木県内でも、真岡市とか足

利市では地下水 100%です。足利市の場合

は松田川ダムの水源を持つていますが、使

○地下水が汚染される可能性がある水質項目

地下水汚染でよく問題になる水質項目の

一つは、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素です。

これは肥料とか家畜排せつ物等に起因しま

す。これは基準が 10mg/Lです。この基準

は外国の例で、高濃度のこの物質を含んだ

水を飲んだ幼児が窒息症状 (メ トヘログビ

ン血症)を起こしたということで決まつて

いるんですが、日本ではこういう発症事例

はなくて、基準が厳し過ぎるのではないか

と思うんですけれども、そういう基準が決

まっています。

それから、 トリクロロエチレンとテ ト

ラクロロエチレンというのは有機溶剤です。

これは 35年くらい前にこれによる地下水

汚染が各地で問題になりました。これは有

機溶剤ですから万が一汚染されてもこの場

合は空気 と接触 させて飛ばしてやればい

○県南の地盤沈下は沈静化

次は地盤沈下の話です。地盤沈下につ

いては環境省は年間で 2 cm以上の沈下

を問題にしています。図 7は栃木県の地

盤沈下の最新の報告書です。 2 cm以 上

の沈下面積は 1997年からはゼロです。

ただ、20H年は大震災の影響でどこで

もそ うでしたけれども沈下面積が増えま

した。それを別にすれば、ずつとゼロが

続いているわけです。 とい うことで栃木

県南地域の地盤沈下は沈静化 しているとい

うことは県自身も認めていることなんです。

地盤沈下のことで注意を要するのは、地盤

沈下を過去に引き起こしたのは実は水道用

っていません。②地盤沈下ですが、県南地

域の地盤沈下は 20年前から沈静化してい

ます。③地下水汚染は全く杞憂であります。

④異常気象による渇水リスクはむしろ逆で

しょうと言いたいです。雨が降らない時に

取水制限で問題になるのは河川水です。地

下水の方はその辺の心配は全くありません。

いわけです。除去 しやすいということです。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は除去 しにく

い物質ですけれども、これはそんなに問題

にすべきか物質かどうか疑間です。

これ らの物質について、3市町の水道

水がどうい う状況なのかとい うことです。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の基準が

10mg/L以 下、 トリクロロエチ レン及びテ

トラクロロエチレンの基準が 0。 01mg/L以

下です。 日本水道協会の 2014年度水道統

計のデータを見ると、三市町の水道水はい

ずれも基準を大幅に下回つているか検出限

界以下であり、十分安全な水道水が供給さ

れています。なんら地下水汚染について心

配することはないとい うことです。

地下水ではなくて、農業用地下水であるこ

とです。農業用地下水の割合が圧倒的に多

いんです。水道用地下水は全体の2割以下

です。要するに地盤沈下が沈静化したのは

8

県南地域の地盤沈下は沈静化

出典 :栃木県
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農業用地下水が減ったからなんです。水道

用地下水と地盤沈下の問題を結びつけるの

は筋違いです。ということで地盤沈下の問

題も水道用地下水を減らす理由にはならな

いということです。

それから県南地域の地下水位の動向です

が、この 10年間で確実に上昇の傾向にあ

ります (図 8)。 これが下がつてきていた

ら問題ですけれども、上がってきているわ

けです。将来とも現状通り地下水を利用す

ることは何ら問題がありません。

ということで、四つの問題はいずれも根

拠のないものt 3¬ 町の水道用地下水を

減らす理由はいずれ′も虚構だということで九

○ 栃木県が県南地域の水道用水を削減しようとする真の理由

ではなぜ理由もないのに県南地域の水道  始まり、2016年 8月 に国土交通省が検証

用地下水を減らそうとしているのか、その の結果に基づきゴーサインを出しました。

理由は、まず一つは、栃木県の利水参画が 検証は意外と6年かかつたわけですが、何

思川開発事業を構成しており、県南広域的 故かかつたか、これは実は栃木県の水道の

水道整備事業の具体化が求められていると 参画の条件が問題になったんです。このダ

いうことです。二つ目は、栃木県内の超大  ムの検証では、ダム事業に参画する水道事

型公共事業である馴 |1開発事業を推進する 業は厚生労働大臣の認可を受けていること

ということです。そして三つ目は、これか  が条件だったんです。ところが栃木県の県

ら始まろうとしている県南広域的水道整備  南広域水道供給事業は紙上の計画でしかあ

事業は2百数十億円になりますから、この  りません。栃木県は脚 |1開発の水源 0.403

大型公共事業を推進しようという勢力のカ  ポ/秒を得ることになっているんですが、

が働いているとい うことです。 それを使 う水道事業がないわけです。これ

一つ目に関して、′劉 |1開発事業の経過  が問題になったと思われ、3年半、検証作

を見ていきたいと思います。2010年度か 業が中断されました。栃木県としては長期

らダム事業の検証が始まりました。2009 的にはこの水源が必要になりますよという

年に民主党政権が登場してダム事業を見直  ことで、2013年 3月 に「県南地域の水道

しますと宣言したわけです。ところが、こ 水源確保に関する県の方針」を提出しまし

の検証は私にいわせれば全くの虚構でした。 た。県南の地下水依存率を 100%から65%

ダムを造ることが前提になつている計画と に減らすという方針を作って将来は水道事

か予測の見直しを一切しないで、形だけの 業の認可を得ることを約束したのです。こ

検証が行われたわけです。ダム案が圧倒的  の後、栃木県。と栃木市、下野市、壬生町、

に有利になる枠組みを最初に作つておいて、 野木町をメンバーにした「県南広域的水道

それと非現実的な代替案と比較して自動的 整備事業検討部会」を年 2回開催して、県

にダム案が選択される茶番劇の検証でした。 南水道用水供給事業の具体化の検討を進め

′劉 |1開発事業についても2010年 12月 から ています。

県 南 地 域 の 観 測 井 の 地 下 水 位

管 頭 か ら

水 位 (m



Ⅳ 県南広域的水道整備事業のスケジュール

これからのスケジュールです

(図 9)。 今年度は、施設概略設

計の委託調査を行います。予算は

436万円です。2021年度に基本設

計を行い、2022年度から23年度

に実施設計を行い、そして 2022

年度に厚生労働省に事業認可申請

をし、2023年度に事業認可を取

得、そして 2024年度から 3年間

で建設工事をして、2027年度に

一部給水、2030年度に全部給水

というスケジュールです。13年

間かかるわけです。

今はどういう状況かということですが、  終的には 2023年度に事業認可を取得する

検討部会の親の組織である県南広域的水道  という予定です。現時点はどういう段階か

整備協議会は 2007年 6月 に設置されてい  というと、関係市町の合意形成の前の段階

ます。これは県知事と各市町の首長で構成  です。①と②の間です。②の合意形成をし

されていますЪこれは 1回だけ開かれて、  てしまうと、③以降に進んでいくわけです。

後は 1回も開かれていないようです。今後、 ですからこの②の前で止めることが大事な

ここで合意形成を図ることになっていま九  わけです。こういう状況にありますので、

そのあと、 3市町が、県に計画の策定要 何とかこの3市町が栃木県の県南広域的水

請をし、要請を受けて県が計画を作る。県 道整備事業に対して不参加の意思を表明す

が計画を作ったら、関係市町議会の同意を るように、合意形成にならないようにしつ

得た上で県議会の同意を得て、事業認可を かり運動を展開していただきたいと思いま
‐
九

V 思川開発事業

最後に′思川開発事業がどんな状況であ

るかをお話したいと思います。

′劉 |1開発事業は今年の 3月 に事業実施

計画変更の認可が出ました。内容は工期

の変更だけです。今までは 2015年度完

成予定であったものを 2024年度まで 9

年間延ばすというものです。事業費も本

当は上がるんですけれども、事業費も上

げるとなると、参画している県や水道事

業体がどう言うかわからないから、とり

あえず据え置きになっています。

それで今どんな工事の状況かといいま

すと、図 10が今年 3月 の進ちょく状況

巨□  県南広域的水道整備事業の事業認可までのスケジュール
(栃木県「平成25年度 県南広域的水道整備事業検討部会 (第2回 )(2013年 11月 5日 )」 )

0県南広域的水道整備協議会の設置 (2∞7年6月 )

⑤関係市町議会の同意

↓
③広域的水道整備計画の策定要請

↓ 麗量禦万λl卯

↓
⑥県議会の同意

1卜  1繁撻義轟冒篇
定

0広域的水道整備計画(案 )作成  |
⑦事業認可の取得

(厚生労働省に「県南広域的水道
の認可を申請して事業認可を取得)こ       曇:藍曇言

2023年度の予定     56

2017年度の段階

申請するとい う段取 りになっています。最

拶状況 (平 成29年 3月 時点)

補償基準他 H13.:2損失補償基準に関する協定書認印

用地取得(南 摩夕
・
ム,

(■ 372ha) 9寧響回    |
用地取得(導水路)

(3、 159ha)に 分唸二亀浸定書む l購(3.13h)

家屋移転

(80世帯)

Ю嗜(80世帯)

代替地造成 10“ (31世 帯)

県道改良{約 13.2km

付替県道(約 6 4km) 72ヽ くtい リヽ

付替林道(約 24 4km)
17ヽ

11ふ m)

ダム本体及び関連工事

導水路、送水路

及び関連工事
鵬 皿 回 匡 匝

ダム本体の基礎掘削工事、導水路 3送水路の建設工事は未着手

10



です。付け替えする県道や林道の工事が行

われています。本体関係の方では「仮排水

路 トンネル」といつてダムを造る場合はり||

のバイパスをまず造ります:その工事は終

わうているんですが、本体の基礎掘削工事

とか大声川・刊 ||からの導水路・送水路工

事はこれからです。これからこれらの工事

が始まろうとしています。

思川開発事業には4つの目的が掲げられ

ています。①′劉 ||お よび利根川中・下流の

洪水被害の軽減、②流水の正常な機能の維

持、③異常渇水時の緊急水の補給、④水道

用水の供給 (2。 984ポ/秒 )。 ①は洪水調

節、②と③は渇水時の補給、④が水道用水

の新たな開発です。貯水容量は 5100万ポ

で、うち洪水調節の容量は川が小さいので

500万ポしかありません。全体の十分の 1

です。水道用水の開発容量は 1675万ポで

全体の 3分の 1強です。大きいのは渇水時

の補給 2825万ポで 6割近くあります。な

ぜこんなものがあるかというと、ダムの容

量を大きくするための増量剤なんですし必要

性はないけれどもこういうものを力日えてダム

の規模を大きくするということです:多くの

ダム計画でこのようなことが行われていま九

′剛 |1開発の必要J性に関して、この利水の

話と洪水の話をしておきますも先程も話し

ましたけれども、今は水需要は減る一方で

す。図 11は栃木県を含む 6都県の上水道

の一日最大給水量の動向を見たものです。

かつては増えていました。しかし 1992年

度からずつと減り続けています。水需要が

減 り続ける時代なんです。22年間に 242

万ポ/日 、″劉 ‖開発事業で開発する26万ポ

/日 の 9倍も減つているんです。ところが、

国は第 5次利根川荒川フルプランの予測で

実績の傾向とは逆方向に増加し続けるとし

ています。そして′劉 |1開発とか八ッ場ダム

が必要だといつているわけです。

なぜ減ってきているかというと、6都県

の場合、人口は多少伸びているんですけれ

ども、1人当たりの給水量がどんどん減つ

てきたんです。20年間で 27%減っていま

す。それは、節水型機器の普及とか漏水防

止対策とかの要因があります。これからは

人口が減ります。6都県全体としては今は

わず力ヽ こ増えていますけれども、これも確

実に減少傾向に向かいます。これからも 1

人当たり給水量は節水機器の普及などで減

つていく。そして人口も減少傾向になるの

ですから、水道用水の需要は減る一方にな

ることは確実です。新しいダムで水道用水

を開発する必要性は全くありません。

ということで利水面での必要J性はないと

いうことです。ただ、よく言われるのは、

暫定水利権の問題です。脚 |1開発を前提と

した暫定水利権が許可されているので、思

川開発を進めないとどうなるのかというこ

とがよく言われます。小山市、古河市、五

霞町、埼玉県 (冬水)に暫定水利権がありま

すが、実際にはこれまで取水に困つたこと

はありません。古河市の暫定水利権は

1974年から使い続けていて 40年以上使っ

ているわけです。普通の水利権と何ら変わ

らないわけですから、普通の水利権として

許可すればいいのに、わざわざ暫定水利権

として思り|1開発に参画させられているんで

す。そういうことでダム事業に参画させる

ような斯 ll権許可行政が問題だということで

11

減り続ける水道用水

水余りの時代ヘ

6都県の水適用水は減少の一途

6都県(茨城 0東京0千 葉・埼玉・

群馬口栃木)の 上水道の一日最

大綸水量は、:992年 度から2014

年度までの22年 間に242万 ボ/日

も減つた。

この減少量は思川開発事業の開

発水量約26万 ポ/日 の約9倍にも

なる。

ところが、国(第5次利根川荒川
フルプラン)の 予測は実績の傾向

とは逆方向に増加u臓けるとして

いる。
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すし実際に暫飾 il権があって止まったダム

がありますが、その場合も暫定水利権が残つ

ていますので何も由配することはありません。

次に洪水の話です。南摩り||と いうのは流

域面積が非常に小さな川です。ですからこ

こで洪水を調節しても何の意味もないこと

は明らかです。実際に′劉 ||・ 乙女地点の流

域面積に対して南摩ダム予定地の流域面積

の比率は 1。 6%です。利根川 0栗橋地点で

はわずか 0.14%です。一昨年 9月 の関

東・東北豪雨では、′劉 |1下流の水位異常上

昇が問題になりました。小山市では′剛 ||の

はん濫危険情報が出されました。水位が上

がったことは確かですが、上がったのは河

床の掘削がされていないからです。乙女付

近の7可道断面図をみると、河床の高水敷の

高さが計画値よりも約 2mも高くなってい

Ⅵ 最後に～県南水道整備事業を中止に

′剛 |1開発も何とか中止させたいんですけ

れども、残念ながら進行しているのが現実で

ありま
｀
九 ここの運動はそこまでターゲット

にするかどうかということがあると思いま丸

その場合に、′劉 |1開発を一寸置いておい

て、3市町の県南水道整備事業計画に対し

てこれを何とか中止に追い込みたい、その場

合にどういうことができるかということt
一つは、′剛 |1開発には栃木県が開発水量

0。 403ポ/秒で参画しているんですけれど

も、その負担分は栃木県の一般会計からお

金を出して、県南水道整備事業は止めてし

まうということです。それを国等が認める

かどう力ヽま分りません。

利根川水系には未配分水利権がいくつ

かあります。ダムができた後、利水参画者

がその水利権を必要としていないというこ

とで、未配分になっている水利権というも

のがあるんです。栃木県のO.403ポ /秒に

ついてそういうことができないか、県南水

るんです。河床を計画通りに掘削すれば、

2015年 9月 の洪水規模の洪水がきても、

計画高水位以下のレベルで流下させること

が十分に可能です。ですから′劉 ||では河床

の掘削を中心とする河道整備が急務なんで

す。南摩ダムに使 う河川費用を河床の掘削

の方に回すべきなんです。

ということで、 ′劉 |1開発は必要かという

ことで整理しますと、

○水道用水の需要が減り続け、水余りが一

層進行していく時代において、′剛 |1開発

等の新規の水資源開発の必要性が失われ

ています。

○南摩ダムの治水効果はわずかなもので、

そのように効果のないものにお金を注ぎ

込むのではなく、今必要とされている河

道整備を推進すべきです。

道整備事業を中止して県が一般会計で負担

してこの未配分の水利権を保有するという

ことができないかということです。

もう一つは、栃木県が県南整備水道事

業を中止するとともに、′劉 |1開発から撤退

して 0。 403ポ/秒を返すということです。

その場合は′剛 |1開発の事業実施計画を変更

することが必要になります。その場合は栃

木県は撤退負担金を払うことになりますが、

川上ダムから奈良県や西宮市が撤退した例

を見ると、それほど高額にはなりません。

問題は国、水資源機構、関係自治体の同意

が得られるかどうかです。

できれば、′劉 |1開発を止めたいけれども、

そこまでの展開はなかなか難しい面があり

ますので、その辺は皆さんでご議論いただ

ければと思います。 7

(本稿は、当日の講演録を元に事務局が編集した

原稿に講演者が修正を加えて作成したものです。)
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